
随意契約の公表（病院局分）

No 契　約　名　称 契約締結日 契約の相手方 契約金額(円） 随意契約によることとした理由 問い合わせ先
履行期間又は
履行期限

1
総合医療情報システム用
ネットワーク切り替え業務

R6.10.23

ＮＥＣフィールディング
（株）東日本インテグ
レーション統括部　北
海道営業部

3,584,900

本業務は、現在稼働している総合医療情報システムネット
ワーク機器の設定変更に関わる業務であり、既存ネットワーク
機器類の設定変更や変更前後の正常動作検証が可能な者
は、既存の医療情報ネットワーク設備保守業務を行っている左
記選定事業者に限られるため。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設管理担当課
情報システム担当係

R7.3.31

2 屋上電気室ＬＢＳ交換修繕 R6.10.30 北海電気工事（株） 2,365,000

札幌市病院局物品・役務契約等事務取扱要領第55条第1項
別表3の2の4による緊急修繕。
（選定理由）
本業者は市立札幌病院受変電設備保守業務（以下、「受変電
保守業務」という。）の受託者である。受変電設備業務では、本
院の停電作業を行っており、停電作業実施の際には医療機器
等の停電時間を最短にするため、本院の指定する時間内での
電源仮設対応を行い、病院運営に支障が出ないようにしてい
る。
本修繕におけるLBS交換作業時は、病棟の電灯及びコンセン
ト回路の停電が必要となるものであり、作業中においても病院
運営に支障が出ないよう対応（指定時間内の電源仮設対応）が
必要なものである。
本業者は本院受変電設備の施工業者であるとともに、開院以
来受変電保守業務を請け負い、本修繕に必要な電源仮設対応
を熟知しており、安全かつ適切な業務遂行が可能であるため、
本業者を選定した。
（地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号）

施設管理担当課
電気担当係

R7.1.31

3
総合医療情報システム用
ネットワーク監視装置設定
変更業務

R6.11.25

ＮＥＣフィールディング
（株）東日本インテグ
レーション統括部　北
海道営業部

2,296,800

本業務は、現在稼働している総合医療情報システム用ネット
ワーク監視装置の設定変更に関わる業務であり、ネットワーク
機器更新のタイミングに合わせて監視装置の設定変更や、変
更後の正常動作検証が可能な者は、既存のネットワーク監視
装置の保守業務を行っている左記選定事業者に限られるた
め。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設管理担当課
情報システム担当係

R7.3.31

4

総合医療情報システム(オ
ンライン資格確認救急時医
療情報閲覧機能)
改修業務

R6.11.26
日本電気（株）北海道
支社

3,850,000

本業務は、現在稼働しているシステムの改修業務であり、円
滑な維持管理及び迅速な障害対応が可能な者は、システムの
開発及び導入を行い、システムを熟知している左記選定事業者
に限られる。また、ソフトウェアの修正が必要なため、著作権等
を有している当該選定事業者以外では対応できないため。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設管理担当課
情報システム担当係

R7.3.31
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5
２階管理棟渡り廊下エアコ
ン修繕

R6.12.10
（株）アサヒファシリ
ティズ　北海道支店

1,320,000

札幌市病院局物品・役務契約等事務取扱要領第55条第1項
別表3の2の5による緊急修繕。
（選定理由）
本業務は、２階管理棟渡り廊下のエアコンの故障による不作
動を修繕するもので、渡り廊下内に設置されているスプリンク
ラー配管の凍結防止及び２階外来待合スペースの暖房停止に
よる患者の利用への支障から直ちに実施する必要が生じたも
のである。
本院修繕を多く手掛け院内作業に手慣れており、早急に業務
遂行が可能である業者が（株）アサヒファシリティズ北海道支店
以外いないため、左記業者を選定した。
（地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号）

施設管理担当課
機械担当係

R7.1.31

6
総合医療情報システム用
ネットワーク機器冗長電源
増設業務

R6.12.19
兼松エレクトロニクス
（株）札幌支店

1,247,400

本業務は、令和6年12月30日から更新をする総合医療情報シ
ステムネットワーク機器への冗長電源増設作業であり、当院か
ら別途提供する冗長電源部材を、更新前に該当機器へ増設を
行う必要がある。更新する機器に対して12月30日までに増設作
業と機能の正常性確認を行えるものは、更新する機器を別契
約で既に調達しており、12月30日からの更新作業に向けて機
器の準備を進めている左記選定事業者に限られるため。
(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号)

施設管理担当課
情報システム担当係

R7.1.5

7
正面入口等自動ドア駆動
部交換修繕

R6.12.23 フルテック（株）札幌支店 5,165,600

本業務は、正面入口６台及び時間外出入口２台の計８台の自
動ドアについて、駆動部等の部品を交換する作業である。当該
部品交換作業は製造業者かつ保守業者であるフルテック㈱札
幌支店でしか行えないため、左記業者を特命とする。
（地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号）

施設管理担当課
電気担当係

R7.3.31


